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固定資産の除却および特別損失の発生に関するお知らせ 

 
この度、平成 21 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の除却を決議し

ましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

Ⅰ．除却の理由 

現在遊休資産となっている大阪府吹田市江の木町の自社ビルは、資産の効率化を目的とし

て譲渡予定でありますが、譲渡契約に至っておりません。 

その状況を勘案し、安全管理面等から自社ビルを取壊し、更地にて管理することに致しま

した。 

そのため、土地・建物を合わせた譲渡から、土地のみを譲渡する方針に変更致し、引き続

き固定資産（土地）についての譲渡方針を継続いたします。 

 

Ⅱ．除却資産の概要 

資産の内容 現況 

建物 遊休資産 

 

Ⅲ．今後の日程 

  １．除却の日程 

平成 21 年 5 月 11 日 取締役会決議 

平成 21 年 7 月    除却開始予定 

平成 21 年 10 月    除却完了予定 

  ２．建物除却後の土地譲渡の日程 

未定 

 

Ⅳ．特別損失に関する事項 

安全管理面等から現在遊休資産となっている自社ビルを取壊し、更地にて管理することと

し、それに伴う建物除却損として 112 百万円を計上する予定であります。 

 

Ⅴ．今後の見通し 

平成 22 年 3 月期において、当該固定資産の除却損を特別損失に計上する予定であります。 

本日発表の平成 21 年 3 月期決算短信（非連結）の平成 22 年 3 月期の業績予想（平成 21 年

4 月 1日～平成 22 年 3 月 31 日）に織り込み済みであります。 

なお、当該固定資産の除却の日程、譲渡先等が確定次第お知らせ致します。 

 

 

以上 

 


